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近 世 農 民 の 行 動 観 察

- © 濃，後草中村，根古地新田の宗門人別改帳を素村として-
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本稿は，西濃輪中地帯の2 ヶ村，浅草中村，根 (1?地 

新田の宗門人別改帳を通じて観察しうる近世農民の行

動に関する一報告である。，

従来, 我々は， 方での近世史研究の庞大'な蓄積‘量 

にも拘らず，その社会の中に生きた人々の生活，ない 

しは行動に関して，多くの庚証的研究の成果を持つこ 

とはなかったといってよいのであろう。我々は,近世 

社会に生きた人々が，出生してから，どれだけのもの 

が成人に達するまで生存しえたのか, 彼等は，何歳位 

で結婚し，生涯に何人位の子供を檢ったのであろうか, 
といったいわば人口学的な行励に関して，又，当時の 

社会では，人々はと^ ^ような範^ で通婚したのか，誰 

が虫家を継承し，誰が分家したのであろうか，あるい 

は，彼等のうち，どれだけの者が率公人となり，さら 

にその中で，都市奉公を経験したものはどのくらいお 

り，かかる流出人ロのうちで.どれだけが帰村したの 

だろう力、，といった社会的，経済的な行動にKjして多 

くの観察事例を持っていなかったといえよう。おそら 

くそれには，近世社会の人々の行励に!^ して，それを 

一人一人について，長期に，しかも，ある糧度まとま 

った取位として観察しうる資料が少なかったことが-

つの原因と してちったと思われる。

しかしながら，宗門人別改帳が，長期に直って残存 

しているならば,最近の人ロ史研究の成果にもみられ 

る.如く，宗門人別改帳が，近世社会の人々に関する非 

常に数多くの情報を我々に与えてくれていることがわ 

かろう。速年にS る村内各世帯毎の世帯; 成員の年齢t 
家族内地位，出生，死亡，結婚，移動等:についての記 

載は，村といぐ限られた範囲ではあるが，そこに登場 

した人々の行動を，時間的にも，空間的にも，観察可 

能にしてくれるのである。

以下は，かかる宗門人別改帳を用いた観察結果の紹 

介やある。観察項目は結婚，W産，相続，策公，死亡 

の 5 項目に腺られているが，これらの項目力' ; , I 、ずれ 

も，人間の生涯におけるIS耍な出来事についてであろ 

だけに，当時の人々の基本的な行動の観察が，ある程 

度，可能となると考える。

第 1 節 結 婚

本節では，結婚に開して，結婚ギこ齢，結婚による移 

動のニつに焦点をあてて観察を行なう。当時の人々は, 

一体何歳位で結婚し村内男子はどこから嫁をも,らい》 

女子はどこへ縁付'/、たのであろうかという問題を，時 

問的な変化の中で，明らかにしていくことが本節の課 

題である。

1 結婚年齢 

〔ま 1 〕は，各期における男★ の平均初婚ィr"齢をみた 

ものである。これによれぱ, 男子は，1751~ 1800⑥ W 

に，27歳台と，他期に比べて，低い値を示している外 

は，29歳台が多く，1851〜65印:期には，30歲台とやや

( 1 ) 後/ざ巾村については，1717ギ （:ギ保2 印‘)〜；I830i|i (文 ィ i i ) の62|i»の宗門人別改极と89|||tの棚劇般が，X ,恥 ii■地 
新Wにゥいては, 1802体 （李和2 的〜 I865{]i (无治2 ：̂11)の431|1}の宗j，，j人训改帳力;本搞での観察の対象となっていケ

64{596)



近世農民の行動観察

〔ま 1 〕 平均初婚年齢

労 子 女 子

1715〜50年浅草中村 

1751〜1800年 ，，

180ト 25年根古着田 

1826 〜 50 年 " 
1851〜 65 年 ，，

29. 64歳 (53例) 
27 .15 歳 (57 例) 
29. 3徵 78例)
29. 41歳 (6ク例)
30. 48歳 (50例)

19 .12 歳 (25 例) 
20.42歳 (84 例） 

22. 66歳 (64例) 
25.. 85歳 (71例》 

25. 6?歳 (59例）

高くなっている。女子については，1717〜50年期に19 
歲台の平均初婚年龄は，1801〜25年期に，22歳台， 18 

26〜50年期，1851〜65年期には，25歳台となっており， 

晚婚化の傾向がみられている。又，各期における变イ匕 

の程度は，男子の場合にi t ベて，大きいといえる。既男子の場合にi t ベて，

に前稿で考察したように，浅草中村においては, 1717 
~ 50年期，根古地新田においては，1801〜25年期力ニ経 

済的に上昇，拡大期と考えられた。この経済的条件の 

変イ匕を，結婚年齢の変化との関連でみると，その影響 

は，男子よりも女子において，よく反映されていると 

いえよう„ .

' 農村社会における経済的条件と結婚年齢の関連は，

つには，分家による新しい経営体の創出といった農 

業生産の拡大の間題として，さらには，非農業におけ 

る就業機会の創出の間題として，それぞれの結婚年!̂ }
への影響が考えられるが，その影響は,男子と女子と 

では，異ってあらわれてくるといえよう。男子の場合，

分家による新しい経営体の創出が広範に保証されるな 

らば，結婚年齢は低くあらわれてこよう。しかし，浅 

草中村，根古地新fflの如く，小家族化力;定着してしま

〔グラフ1 〕 結婚年齢分布曲線（初婚)

った後の農村社会にお、て，新たに開懇される士地に 

限界がみられる場合，分家による新たな経営休の創出 

という経済的条件の变イ匕が，平均結婚年齢に与える影 

響には, 自ずと限度があろう。又 ,# 農業への就業機 

会の増大が，出ま，あるいは副業として存在した場合， 

それが, 経済的条件の、向上に結びついたとしても，を 

れだけでは独立後会の増大にならない時には,結婚年 

齢を低める結果にはならないであろう。一方，女子に 

ついては，結婚年齢は，経済的な独立機会の増減より 

も，むしろ, その経済が養い得る人PI数との関連で, 

出産数の問題を通じて影響されることが多いと考えら 

れる。従って，例えば，経资的な独立機会の増大に直 

結しないlii稼, 副業的形態の#農業における就業機 

会の増大もi それが，経済的条件の向上をもたらす限 

り，女子平均結婚年を早める作用を持つといえる。

〔寒 1 〕 に み ら れ る ， 女子に比べての男子ザ均あ;婚年 

齢 の 変 化 の 緩 慢 さ , 女子平均 初 婚 年 齢 の i ，、激 な 変 化 , 

特 に m マ〜5 0 年 期 ， i s o i 〜2 5年 期 の 経 済 的 条 件 の 好 転  

期 に お け る 早 婚 と ， そ れ 以 外 の 期 に お け る 晚 婚 は ， そ 

のように説明されるのではないだろう力、。 なお . ここ 

で， 付 け 加 免 て お か ね ぱ な ら ぬ こ と は ，前述したよう 

に，非 農 業 轉 業 ニ 出 稼 享 公 の 一 般 化 は ， 就 業 機 会 増 大  

という経済的条件を通じて， 女子結婚年齡の早婚化を  

促 進 さ せ る 作 用 を 持 つ こ と に な る ゼ、、 出 稼 幸 公 そ れ  

自体は，根 古 地 新 旧 の ま 公 を 経 験 し た 女 子 の 平 ;^初 婚  

年 齢 が 2 7 . 4 歳 （4 ?例）であ っ た よ う に ，晩婚化をもた  

らすといえよう。 こ の こ と 力 非 鳥 業 就 業 機 会 の 少 な  

か った ITOO年 代 の 早 婚 と ， 綿 織 物 業 を 4 ^心と し て 就 業

1 7 1 7 -5 0 25例
淡:^卞村
1 7 5 1 -1 8 0 0 84例
ほ ホ >1，H
1 8 0 1 -2 5 64例
报 Ilf池新tn
1 8 2 6 -5 0 71例
报古地新川

1 8 5 1 -6 5 (59例
权Vi地新 [U

50 55 60 年

( 2 ) 拙稿 f•近世廣民家族の幾模と形爐J 三はI学会搬も66パ号。

—— ■ 6 5 ( 5 9 7 ) -
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近世農民の行鶴鶴察

機会に恵まれた1800年代の, 全般的な，晚婚の傾向を 

説明している。‘
〔グラフ1 〕は，各期における男女初婚年齢分ホ曲線 

である，これは，各期における全初為者のうち，ちる 

'特定の年齢（横軸）までに結婚したものが,全結婚に占 

める比率（梭軸）をまわしてい;^。例えぱ，女子の1?17. 
パ 0年期には, 全結婚の50%は18歳以下の結婚であっ 

た。この50%ラインに対応する年龄は, 1751〜ISOO律 

斯には18. 5歳，1801〜25年期には21歳, 1826〜50年期, 

1851~ 65年：期には24歳となっており，111{線の右へのシ 

プトは晚婚化を物語っている。この他線が示す初婚年 

船の他の特色は，やはり女子についていえることで 

るが，曲線の匈配は1700年代よりも1800年代におI 、 

ズ，より緩やかであるということである。これは，各 

湖の初婚年齢分布のキード（最頻値）の上下5 年間に含 

まれる比率が，例えぱ，17$1〜ISOO年期に75. 7% (モ 

- ド，10歳〉. 1826〜5 0年期に51 .6% (モード，24歳）に 

も示されているように，分布の形熊に変化がもったこ 

とを示している。即ち，1800年代において，結婚年齢 

がある年代，ないしはその年代を含む特定の年齢階層 

に集中するという傾向が, 1700年代に比べて,弱まっ 

てきたことを示している。結婚年齢分布に関するかか 

る傾向は，上述の晚婚化とともに, 1800年代以降の女 

子結婚年齢の特色としてあげられよう。早婚と，人々  

:がある特定め年齢，な 、しは年齢赠層に連すれぱ結婚 

を行なうという状態は崩れ，晚婚化と共に，結まに年, 

，齢の一定性がなくなる傾向に移ったのである。そして， 

ネの場合に,非農業への就業機会の増大が大きな影響 

を与えていたと考えられる。

2 結播による移動通婚圏

とこでは，移動先，出身地の多くが資料に記載され 

ている根古地新田のみを扱うことにする。根古地新旧 

においては，1801〜65年の間に，28組の養子縁組を含 

.めて，241組の結婚が村内で行なわれた。〔ま 2 ) は， 

その配偶者の出身を，村内，村外とに分けて各期別に 

みたものである《. これからもわ.かる通り，村内者同士 

の結婚は,村外より配偶者が縁付いて来る填合に比ぺ 

て少ないこ.とがわかる，今，村内者同士の結婚73組を 

やや詳しく観察すれば，73組のうち，配偶者の出身家 

族が判明するものが57組，うち46組までが本家相Sliij

m 2 r 村内結婚の配偶者出身地

村 内 村 外 不 明 計

1801〜25年 

1826〜50年 

1851〜65ギ
t\-

%

33例(33. 6) 
19例(24. 3) 
21例(3Z 3) 
73例(30‘ 2)

59 側(60. 2) 
57例び3. 0) 
41例(63. 0) 

157 例(65.1)

0/

6 例 (6.1) 
2例 （2. 5) 
3例 （4. 6) 

11例 （4.5)

98例 

78例 

65例 

241例

〔表 3 〕 村内女子縁付先力ッコめ%

村 内 村 外 II

1801〜25年 42例 (51.3) 40 例 (48.7) 82例
1826〜50年 24 例 (30. 0) 56 例 ( m o ) 80例
1851〜 65 年 27例 (37. 5) 45例 (62. 5) 72例

11 93例 (39. 7) 141例 (60. 3) 234例

の縁組，10組が本家〜分家間の縁組であり，分家相互 

間の縁粗は僅か1 組にすぎなかった。これを全結婚数 

からみれば，本家出身男子181人のうち，4 人 （2. 2%) 

が分家出身女子と，本家出身女子194人のうち, 6 人 

(3 .0% )が分家出身男子と結婚していたことになり， 

又，これを分家の侧からみれぱ，分家出身男子40人の 

うち，6 人 (15.0%)が本家出身女子と，分家出# 女子33 

人りうち，4 人(12.1%)が本家出身男子と結婚していた 

ことになる。本家〜分家間の縁組の機会は狭ぱめられ 

たものであったといえよう《それ故，本家出身め男女 

は, 他の本家出身者か，他村に配偶者を見い出すこと 

が多く，分家出身の男女は，分家同士の縁組が1 組し 

かみられていなかったように，その大部分は，配偶者 

を村外に見V、出していたといえる。この本家〜分家間 

の縁組数には，しかしながら，時間的に变化があった 

ことも事実である。例えば, . 1801〜25年期には，分家 

出身男子の35. 7%は本家出身女子を配偶者としており， 

他の期（1826〜50年期の7‘ 1%,1851〜65̂ ^期の0%)と比 

して，高い比率となっている。そして，V の期は，本 

家〜分家問だけでなく，本家相冗間の縁組も多く，従 

って，〔ま 2 〕，村内女子のE 付先を示したm s ')に 

みられる如く，村内者同士の縁組が多く，村外から配 

偶者が来る例，村内女子が村外へ縁付く例が少なくな

ているのでもる。 .

次に，村内以外の通婚であるが，とれを村外から村 

内へ縁付いて来る女子（148例) の出身地，村内女子が

( 3 ) ここでいう本家とは，資料力て始まる1802ィ!独に記赦されていた世-带を指し乂，分家はそれ以後に別家したものを 

指す，1802キ:に劇 15するIIけifの1旧ゃも，本家一分家関係力*、# 在している银であるが, 资料が/ひ、デこめ雄認はできない， 

従ゥて，JEしくは，1802iHこな-在してV、た世帯と, それ以後に別家した世带というべきであろうが，ここでは便宜上， 

本家，分家と呼ぶことにする。 ’ i .
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近世農民の行動観察

村 外 へ 縁 付 く 者 （W1例）の 縁  

付 先 か ら み る と ， まず，村 F̂
に 縁 付 い て 来 る 者 1 4 8 例中，

U 1例は近■ 講村出身であり，

7 例が他所よりのものでちっ  

た。一 方 ,村 外 へ 縁 付 く 女 子  

M l例中， 1 2 2例 は 近 隣 諸 村  

へ，’12例 が 大 垣 ，名 古 屋 ， 7^

板 , 大 阪 と い っ た 都 市 へ ， 7 

例 が 他 所 へ の 縁 付 き で あ り ，

•'いずれの場合も，近隣 諸 村 が  

通婚圏を形球:していると考え 

てよいでちろう。 この速婚圏 

を 地 図 キ に 示 せ ぱ 〔図 1 〕 の .
.如くである。^の因からわか 

る通り，通婚圏は，地理的条 

、件，他州との国境に規制され 

ながら，根古地新田に隣接す 

る諸村と強い交流を持ちつ 

つ，ほぽ10〜 15キロの範囲内 

にぉさまっている。徒歩で凡 

そ半日の行程である，この通

，婚闇は，後にみる如く，労 働 "-------

(年季享公人）移動圏の大きさとも一致するのであり， 

又，この圏内には，.いくつかの町場を含んでいたこと 

を考えるならぱ，当時の人々にとっての生活の場= 生 

括領域圏の大きさでももったという推測を生む。

，最後に, この通婚圏の時間的変化について述べると, 
iことには因示していないが，1801〜25年期には，その 

;広が ()は，他期よりも大きく，於定地域への偏りもみ 

られない。ところが，1826r~50年劾には，広がりは揖 

斐川以にははとんど伸びず, 揖斐川以西で,南北に 

■伸びていることがわかる。この而期における違いは,- 

ユ801~ 25年勘b 綿織物陸盛期と，1826〜 50年期のその 

衰退に係りがあったと考えられる。西濃に栄えた綿織 

が，急速にそfO中心を尾西地方に移す過程にあった 

:1800年代前ザ4 よ，18 0 1〜25年期には，揖级リII以東諸村 

よの交流を残したが；すでに綿織の中心が馬西に移っ 

てしまった1826〜50年期には，揖斐川を越えた村落相 

互の交流はとだえ，むしろ，河川以西に南北に#びた

〔図 U 通 婚 圏 （1801〜 6阵 )

数T
U
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通 婚 圏 を 持 つ よ う に な っ た め で あ ろ う 。 だ が , この現 

象 は - - 時的なもの で あ り , 1 851〜65年期に は ， び抖 

斐 川 以東の請村との交流を開始してい

第 2 節 . 出 産
...

本節では，近世廣民の行動のうぢ，出産に関して，: 

生涯出座-数，出産率，出産間照の面かちの観察を行な 

う。但し，ここで注意しなけれぱならないことは，以 

下で述べる数値は, すべて，出産に関する絶対値では 

ないことである。なぜなすら，宗門人別改帳K1は，前年 

度の改めから1 年以内に出生し死亡し乳児が記録さ 

れないという資料上の欠点があるためである。従って, 
ここで振う数値は‘, 1 以めに死亡する乳児の割合を 

-*定と仮定した上での, 相対値にすぎない，

1 生 揮 出 産 数 ： ： •

当時の村社会の人々‘は，結婚後，生®に何人の子

( 4 ) との袖方の綿織物生産については，岐舉県史，通を編，近 illTド，路七群⑥ニ節参照,
C 5 ) かか:6宗門人別改帳fD記:故不備を補;5資料は，中々 I#趣/、が，全.くが在しないわけではない。働!:上帳などはその 

一■例でとろう。 宏'，妊書上帳にi るli適と死セ,‘ 一幕末~ 明'；̂̂淑賊の北閲，における，例一」三III経济学研究，
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近世農民の行動観察

〔表 4 〕 結婚年齢別乎均生涯出産数（完全家族)

1 5 〜 16 歳

1 7 〜 18 歳

1 9 〜 20 歳

2 1 〜 22 歳

2 3 〜 24 歲

2 5 〜 26 歳

2 7 〜 28 歳

29 ~ 30 歳

1711〜1800年 
(役草中村） 

生涯出産数

5. 40 ( 5 例） 

6.06 (15例）

5. 55 (1糊 )
5 .00 ( 8  例） 

5. 60 (5  例）

1801〜65年 
(根古地新m) 
生涯出産数

6.00 ( 7  例) 
6.23 (13 例）

6. 27 (11例) 
5. 66 (12例) 
4 . 7 1 ( 7  例）

供を持ったかは, 妻の出産条件，妻の結婚年齢，結婚 

の継続期間，その間における家族制限の有無によって 

異ナギる，まず，〔ま 4 〕は，完全家族0̂ 搬が3^の出産可 

能ザ齢の上限50歳まで継統する家族）における,妻の結婚 

句-こ別生涯平均出産数を1717〜1800年期， 1801〜 65 

年期についてみたものでもる。これによれば，1717~  
1800年期には，妻の結婚年齢が15~ 24歳の場合の出産 

数は5. 5 人程であったことがわかり，妻の結婚年齢に 

よって，をの数値が大きく変化することはない。一方， 

1801~ 65年期には，妻の結婚ギ齢が17ノ~ 2 2歳の間では， 

出産数は6 人程となっており，前期より0 , 5 人程高く 

なっている。又，1717〜1800ィとは異なって，妻の 

結婚年齢の出鹿数への影響もる程度，みられている。

〔表 5 〕は， 5 歳劾みの出産'$ を基に，妻の結婚年齢

〔表 5 ) 結婚年齢別,

別結婚終了年齢ま力の出産数推針である。これによれ 

ぱ，妻が20歳で緒婚した場合，結婚が仮りに50歳で終 

了したとすれば，それまでに持つ子供数は，1717〜1» 

0 0年期では， 5. 2 5人，1801〜6 5年# Jでは, 6 . 2 7人と 

いうことになる。ほぼ1 人の出廣数の差がみられてい 

る。1801〜65年期において, . 完全家族の場合と同様に*_ 

数値が高くでているのは，出産率が，1717〜1800ィ1こ期. 

に比して，高まったからであろ。

次に，妻の結婚年齢，結婚継続期fMlを考慮せずに, 

姑婚開始から終了までの，出處‘数をみると，1717~180()， 

年期には，結婚開始からその終了★で追跡可能な夫婦 

117組の出産数は481人， 1 組の夫婦当り山産数は4 . 11 

人，1801〜65年期には，173組の夫婦で，644人の出産数  ̂

1 組の夫婦当り出産数は3. ?7人となる。結婚継続期間 

中，妻が出産可能年齢の上限50歳に達する以前に，夫 

婦の、、ずれかが亡する例の多かつた当時の農村社会 

においては，それぞれの夫0 によって，結婚継統;fp-数 

は大きく異なり，従って，出産数にも一定性はみられ 

なかったといえる。彼らが生涯に持った子供数は，そ 

れ故，夫婦によってばらばらでちり，平均すれば， 4 

人前後であったといえよう。

2 出 産 率 ， '
〔グラフ2 〕は，各期における， 5 歳毎め年齢階層別 

出産率を示Lたものである。各年齢階層間の出産数の 

合計をその間の結婚継綺期間の合計で除して求めたも 

結婚終了時出産数 （i帷人）

\ 紘 愈 終 了  
\ 年 齢

結婚年齢 \

2 0  
1717 
〜 1800 〜 65

25 
1717 
〜 1800

?01
〜 65

30
1717
—1800

l i
〜 65

35
1717
〜 1800

歳
1801

〜 65

40 
1717 
〜 1800 〜 65

45
1717
—1800

歳
1801

〜 65

50 
1717 
〜 1800

£
〜 65

16 0.83 1.75 2.05 3. 45 3 .16 4, 80 4. 25 S. 97 5 .17 6. 94 5. 62 7. 53 5. 91 7*65
17 0 . 66 1.40 1.89 3 .10 3.00 4. 46 4. 08 5. 63 5. 00 6.61 5.46 7.20 5. 75 7. 32
18 0. 50 1.05 1.72 2. 75 2. 83 4.11 3. 92 5. 28 4. 84 6. 26 5. 29 6.85 5. 58 6. 97
19 0.33 0,70 1 .55 2.40 2. 66 3.76 3. 75 4. 93 4. 67 5. 91 5 .12 6. 50 5. 41 6. 62
20 0 . 16 0.35 1.39 2.05 2- 50 3.41 3. 58 4. 58 4. 50 5. 56 4. 96 6 .15 5.25 6. 27
2 1 - 1 . 2 2 1.70 2. 33 3. 05 3 .42 4, 23 4. 34 5. 20 4.79 5 .80 5. 08 5. 92
22 0.98 1.36 2. 09 2. 71 3 .17 3. 89 4. 09 4.86 4. 55 5. 46 4. 84 5. 58
23 0.73 1 , 0 2 1,84 2. 37 2. 93 3. 55 3. 85 4. 52 4. 30 5.12 4. 59 5. 24
24 0.49 0.68 1 . 60 2.03 2. 68 3,21 3.60 4 .18 4. 06 4.78 4. 35 4. 90
25 0.24 0.34 1 .35 1 . 69 2. 44 2. 87 3. 36 3.84 3‘ 81 4‘ 40 も1 0 4, 56
26 1 . 11 1 .35 2 .19 2.52 3 .11 3. 50 3. 57 4.09 3 .86 4. 21
27 0, 88 1-08 1 .97 2. 25 2. 89 3. 23 3. 34 3. 82 3. 63 3. 94
28 0. 66 0.81 1 .75 1.98 2,67 2,96 3.12 3. 55 3 .41 3.67
29 0. 44 0.54 L 52 1 .71 2. 44 2, 69 2.90 3. 28 3,19 3 .40
30 0 . 2 2 0, 27 1 .30 1 .44 2. 22 2.42 2.68 3.01 2.97 3 .13

( 6 ) 傘につ、、ては〔グラブ2〕参照，

68(600)
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( 7 ) 家族制限については，既に，家族极役の観点からの分析を行なってf cるb 拙搞前揭第4
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〔ダラプ2 〕 5 歳毎年齢階層別出産难

0*500

0 .400

-0.300

1 7 1 7 - 5 0 cJc « ! '村 168j?lJ
1 7 5 1 -1 8 0 0 " ,2 7 8例
1 8 0 1 - 3 0 ，， 211例
1801 一25 ，'地新 ni 4 0 9例
1 8 2 6 - 5 0 >， 3 71例
1 8 5 1 - 6 5 " 220 例

'0.100

36 21 26 31 3(i 41 A6
S \ \ \ S S \

20 25 30 ' 35 10 45 50

のでちり, 結婚した女子は，その年齢階層内で， 1 年 

間に平均何人の子供を出産するかがわかる。これによ 

れぱ，浅草中村については， 1717〜5 0年期， 1751〜 

1800年期の低さとその回復，根古地新田については,

浅草中村に比べて，各59]とも高水準にあること，1801 

〜25年期が他の2 期に比べ，やや高いこと，又，兩村 

を通じて，変、化は, 主として，30歳以前で起っており， 

31歳以後の出産率には，大きな変イヒはみられでV、ない 

ことが指於出来よう。ところで，近世農民の行動に関 

して，ここで重要なことは，何故に若年餘階層 (30 

錢以前）において出産率に大きな差がみられるかとい

制服の一般化があってはじめて理解しうるものである 

と解釈する，

3 出産間陽 

〔グラフ3 〕は，1717〜1800年期, 1801~  65年勘の出 

生順位別出生時結婚経過年数分:rt?曲線である。とのグ 

ラフは，例えば，第 1 子の出産がすべて完了するのは， 

1ア17 〜ISOO年期では，結婚後13年間かかり，义，第 1 
子の50%が出生するのはほぱ2 年間かがっているとと, 

そして，それらの年数は，1801〜65年期には，それぞ 

れ 7 年間， 1年以下と大幅‘に短縮されて、、たというこ 

とを示している。この懷向は第2 子以下にらいてもい 

えることであり，結婚後の出産が，1801〜65年期にお 

いて，よt)早く行なわれたことを意味している。 1801 
〜65♦淡には，第 1 子の60%以上が，結婚後1 年以内 

に，生れており，同比率の第1 子の出生は, 1717〜 1800 

年期では，ほぽ4 年間かかっでいるとと, , 1717"-1800 

年期の第5 子と1801〜65年期の第6 子の曲線が重なっ 

ていることは，後期において，同年数の間に, 1 人多 

く子供の出産があったことを示しているのである。グ 

ラフ右下の数字は，雨期の平均出産間隔を第6 子誕Ife 
までみたものである。1717〜1800年期における第ユ子， 

第 2 子誕生までの出産間隔が相対的に長いことが特色 

とレてあげられる。第 3 子以降については出産間隔に 

大き;̂ょ差はみられていない。従って，もし家族制限が, 
1717〜1800年期に，より強く存在していたとすれば， 

それは第1 子，第 2 子の誕生に際して，即ち,’結婚直 

後の若、年代においてなされてV、たこと力';考えられうう点であろう。浅草中村の1700年代の低!^、数値は家族

〔グラフ3 ：) 出生順位別出生時緒婚経過年数分布曲線（完全家族)
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近世農民の行動観察

る。〔グラブ2 〕にみられる如く，若い年齢階層の出逾 

率が高水準にあることを考えるならぱ，第 1 節で明ら 

かにしたように，一般的(《：；早婚であった1700ギ代にお 

いて，この年齢層で出ま制限がなされたことは全く根 

拠がなかつたわけではな1/ \

第 3 節 相 続

前節までは，近世農民の行動に関して，主として， 

人ロ学的な観察を行なって来たが，本節と次節では, 

彼等の行動に関する，社会的，ないしは経済的側面か 

らの観察を中心に行なっていく。本までぱ,相棟が取 

り上げられているか，ここでは , 相統を'農業経営体の 

継承という経済的行動として把え，彼等の他の経済的

な行動^ ■ 例えぱ，次節で述べる出稼奉公一~■との対

応を念頭に置きながら，以下，近世廣民の行動におけ 

る，相続ニ継嚴のもつ意味，相続人の選定，招続の時 

点を観察していく。

1 相続= 継承のもつ意味

浅草中村においては，1717〜50年の間に，87名の男 

子の出生が，又，很古地新旧においては，1801〜10年 

の間に, 83名の男子出生が確認される。資料は,钱草 

中村は1830年まで，很古地新旧は1865年まで残存して 

いるので，前者については,出生者がオオ内にとどまっ 

ているとすれば，少なくとも80歳まで,後者について

は，55歳までの男子の行動追跡が可能となる。今， 56
( P〉

微以後は,新たな行動を行なわなかったと考えれば，

両村における男子の村内最終行動がわかることになる。 

まず, 浅草中村, 1 71?〜SO年の出生者, 87名中33名は, 
15歳以下で死亡，又，他 3 名も，なんらかの行動をと 

る以前に，若年で死亡している。残る名の男子最終 

行動は，31名 （qo.7% )が生家の相統= 継;明，ないしは 

生家からの分家， 7 名 (13.7%)が兄弟との同居，’3 名 

(5. 8 % )が養子， 5 名 （9-8 % )が弓I越， 7 名 （i a ? % )が 

行方不明となっている。一*方，根ホ地新旧，1801〜 10
印，出生者，83名中24名 （28,9%)は，15歲以下で死亡， 

他 3 名の若年での死亡があり, 残る66名の男子の最終

行動は，28名 (42. 4 ? 0 が生家の相統継 /在，ないしは 

生家からの分家， 3 名 （4 .5 %) が兄弟との同居，11名. 

(16.6%) が養子，他村へ年季奉公にでかけたまま不帰" 

村となった者が11名 （16. 6%), ?j|越 7 名 （10.6% ) , 行 

力不明5 名 （7. 5%〉， 他 1 名となている。 これらの. 

男子とる最終行動を見る限り，1717〜SO年に出生し 

た男子と1801〜10年に出生した男子の行動の差異一 

例え ぱ， 生家の相続，ないしは分家の辟?キ《の，前期の 

60 .7%から後期の42. 4 % への板下, あ る 、は，最終的’ 

に男子が村内に居残る比，の，前期74. 5 % 力、h 後舰 

50.<0%への^£下—— にも拘らず,男子行動における相 

続ニ継承，ないしは分家の比重は大きいことがわかる。 

生家を相統することによる農業経営体の維承，あるい 

は分家による新たな農業経営体の創出は, 非農業就業， 

ネオ外就業後会の増大がみられた1800年代においても，

被等が収り得べき行動のうち，最大の可能性をもって 

存在しそいたことには変わりがない。 ■

次にこれら相統者，分家人の相続，分家以前と以 

後の行動を根古地新田についてみてみると，28名中5 

名が，相線，分家以前に-奉公経験をもっていることが 

わかる。比率にすれば19 .8 % でもり， この数値は， 

1801〜10年に出生し,何らかの行動を取る以前に死亡 

した27名を除いた，66名中30名 （45.4% ) の串公経験に 

比べて，可成り低いといえよう。一方, 相続，分家«  
後に，新たな行動をとった者は，行方不明となった1 

名のみが記録されているにすぎない。とめことは，柜 

続，ないしは分家による農業経営体の戸主に将来なり 

得べき者, ないしはなった者.の行動が,そうでない者 

の行動とは，やや異なったものであったことを示して 

.いる。相続人, 分家人は，出生してから生f e 自'村に 

定着する傾向があったといえよう，

2 相続人の選定

資料から，相統人の判明する382例について，相綺
(9 )

人の相続時家族内地位を，ネ家，分家别だみたものが

〔表 6 〕である。- これによれぱ，全期間を通じて,長子 

r よる相続が37. 4%と，他に比べて,高い比率を占め 

ていることカレわかる。特に. をめ比率は，本家にお、

( 8 ) 1802〜65ギの問に- y3-Tが56成以後，新たな行動をとゥた例は，戸主となったもの3 例，分家しもの2 例，紹續し 

たもの1 例，養子に出たもの2 例，奉公に出たもの7 例，リ|越したもの5 例，計20例が記タ表ふh/Cいる。これは，資料 

上に記載された-ラ3子の全行動マ44例の2 .6%にあたり，56歳以後に，男子力*、おたな行動を起す可能性は、た0 て少なかゥ 

たと考えられる。

( 9 ) ここで木家, 分家という場合，それは，使プポ上の区別であり，仮称にすぎない。本家は，ここでは，ただ分家を出す 

側にあるという意咏で本家であり，従って，分ましたまが，何ザか後にさらに分家を出す場合には,本家として収り拔 

ゥている（とウ点でSfJl節の本家，分家のぼ別に関するの説明とあ〒̂なる〉，従って，ここでは新しく発生した家力V 
そうではないかの区別をしただけでホ_>る。 ， ’

70(602)



近世農民の行動観察 

〔15! 6 〕 相続人相続時家族内地位

本 家 分 家
本家分家
m i 〜 1865

1711
〜 1800

比ギ

(% )
1801
〜 1865

比ポ

(% ) 小 計 、
比率
(% )

1711
〜 1800

比 率 '
O 0

1801-65 比率

(% ) 小評
比率

(% )
大評

比率

W
長 男 35 47.9 92 40.7 127 42.5 8 26.6 8 15.0 16 19.3 143 37.4
次 男 4 5.4 23 1 0 .1 27 9 .0 4 13.3 10 18.8 14 16.9 41 10.7
三 男 1 1.3 8 3.5 9 3 .0 1 3.3 3 5 .6 4 4.8 13 3 .4
四 男 3 1.3 3 1 .0 3 0 .7

男子 m )
1 1.3 15 6. 6 16 5 .4 16 4 .1

孫 1 1.3 3 1.3 4 1.3 4 1 .0
養子 ( 器含 ) 8 10.9 33 14.6 41 13.7 5 9.4 5 6 . 0 46 1 2 . 0

弟 6 8 . 2 1 2 5.3 18 6 . 0 8 26.6 19 35.8 27 32.5 45 11.7

兄 1 1.3 2 0 . 8 3 1 . 0 2 3 .7 2 2.4 5 1.3

戸 主 1 3. 3 1 1 . 2 1 0 . 2

伯 父 1 1 . 8 1 1 . 2 1 0 . 2

规 3 1.3 3 1 . 0 2 3.7 2 2.4 / 5 1.3
従弟伴 1 1 . 8 1 1 . 2 1 0 . 2

下 人 3 4.1 3 1 .0 8 26.6 8 9.6 11 2 . 8

m 1 0 13.6 17 7.5 27 9.0 27 7 .0

m 3 1.3 3 1 .0 3 0 .7

娘 5 2.2 5 1,7 5 1.3

母 1 1.3 5 2 .2 6 2 . 0 6 1.5

妹 1 1.3 1 0 .3 1 0 .2

伯 母 2 0 .8 2 0 .7 2 0 .5

姥 1 1.3 1 0 ,3 1 0.2

不 明 2 3‘？ 2 2.4 2 0 .5

HI. 73 226 299 30 53 83 382

て高い（本家42. 5% ,分家19. 3%)。これは,近世農村社 

会において，長子が相繞に係ることが多かったことを 

示しているが，その高い比率がそのまま長子相統のー 

般化に結びついているのではない。死亡率が一般的に 

高い当時の社会にあっては，家族めに男子が1 人しか 

殘らない例はしぱしぱみられることであり，とこ力も， 

本家で長子が相統して、る 127例中，そのような例は, 

43例 （33.8% )もみられ,次ぢ與があって長子が相続し 

た場合は，全体の4 分の1 程!にすぎなかった。このこ 

とは，逆に，分家の相続人に提子があたる例も頻繁に 

みられたことを同時に示している。分家相続の19. 3% 

は長子によi ものであったa 従って，長子の本家相.統， 

次三男の分家，な\/、しは村外流IBといった一般化はこ 

こでは貫ぬかれていない。むしろ，本家においてさえ 

も，その相続の半数以上が長子以外の者によるもので 

あり，そのうちには，長子がありながら，長子以外の 

者が相続人となる例が53例 （17.7% ) も舍まれていたと

とが注目されよう。長子以外の相続人としては，次三 

男の他，下人, 養子, 妻，m , 母，想とレった多彩な 

颜ぶれであり，又，血縁:$4、一子の継によらないもの 

が，本家の場合，全体の4 0 % ,ま子（® ) を含めた非 

血縁者による相統は25%みられている。分家の場合は， 

相続人が弟である例が一番多ぐ，長男，次男がそれに 

次いでいる。又，1717〜1800年期と1801〜65年期の間 

にみられる相違としては，長男による相綺がー層減少 

していること，逆に，次三巧による相続の増大，養子 

(卸）による相続の増大等力':あげられる。.このようにみ 

てくると，相続人の逃定には，原則として，厳格な 

準というものが近世農村社会に存在していたというこ 

とはいえそうにない。

3 相統の時点

相続がいつなされるかに関しては，本家相貌299例 

^  232例 （77.5% )が, 前戸:IIの死亡時にIEなっており 

(分家のそれは4. 8 %), 方，分家相続70例中27例 (38. 5

t <

m
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レ:

ダ。）は, 結婚時に重なり，もし前後2 年以内に結婚した 

例を含めれぱ，その比率は60%に達するととから，本 

家の場合には，相続は前戸主の死亡時になされ，分家 

の場合には，結婚と結びつくことが多かったことを指 

摘できよう。本家の場合の相続が前戸主の死亡時に重 

なっていることは，相続の時点それ自体が，農業経営 

体の継承にとって，実質的な意味を持つととが少なか 

ったこと，その意味で，相続の時点は宗門改めの上で 

の形式にすぎず，実質的な相続ニ経営体の継康は，そ 

れ以前になされていたという推測を生む。一方，結婚 

時に重なることの多かった分家の場合の相続は，新た 

な経営体の創出，経済的な一応の独立の開始時点とし 

て，実質的な意味を持ち得たであろう。

以上の観察を綜合すれば，近世農村社会の人々の行 

動にとって，相統ニ継承は，分家の相続時点が，結婚 

時点に重なることが多かった事実にみられる如く , そ 

れは，経済的な独立を準備し，農業経営体ホ継承する， 

あるいは，新たな農業経営体を創出するといった経済 

的行動として，大きな意味をもっており，又，相ぽ者 

の多くが出稼享公といゥた，他の経済的行動をとるこ 

とがなかった事実にみられる如く，農村内農業就業と 

して，村外，非農業就業と対応して存在していたこと 

がいえよう。相続人の選定については，長子相続とい

った厳格な基準は存在しておらず，村外における就業 

機会を持たずに，前戸主と共に，生家の農業経営に携 

わって来た者が本家，分家の相統人になったと考えら 

れる。

本節では，丰公人に関して，奉公に0 いての記載が
(10) ‘

詳しい根古地新田を例にとり観察を行なう。根古地新

旧における年季奉公人の一般化とその衰退は，西濃輪

中地帯を中心として展開した，搞生産の陸盛とその衰 

微に大きく係りをもっていた. 以下では，かかる年季

參公人の移動範囲，參公継統年数，-奉公経験回数，家 

族内地位, 帰村率のぽ察を行なっていく。なお，根古 

地新旧において，1801~ 6 5年の間に，資料に登場しifo

者は男子982人，女子1221人である。そのうち享公経
(12)

験をもった者は，男子190人ひ 9. 3 % ) ,女子307人

(25.1% )であり， 子は，はぽ， 5 人に1 人が，女子 

は， 4 人に1 人が享公経験者であったといえる 

1 労働移動圈

村内から村内の他家，あるいは他地域への-率公は，(13)
1801〜65年の間に，男子233例, 女子249例が資料に

記録されている。出稼先については，男子の場合， 12

(10) この地域における享公人の詳細な観察については，速水亂内KI宣子「近世農民の行動追跡調査—— 濃州四条村の奉 

公人一 J 徳川林政史研究所，昭和46年度*■研究紀要』力;既にある。

( 1 1 )掲げた2つのグラフは，村外參公人村内公人について，5年毎に，1年当りの奉公人数を示したものである。両 

グラフの示すところは，いずれも.，1811〜15年頃から，その数を急激に上昇させ，1831~35年までには，两び元の水準

村終奉公人U 年当り》

 近隣-都忖

— 一近防町場

 都市 ('!>：. 大6^ .江戸，\
\名古 S , m u , ：kM) 

★殺は巧子

1801 H  16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 
' I < « J 1 ( J J J J { (  

05 10 15 20 25 30 35 40 4 5 60 55 60 65

廣村參公人U ギ当り》
太掠男子

1801 6 1116  21 26 31 30 -11 46 51 56 61 i f  
i ! ( ( I I 1 1  5 $ 1 } J

05 10 15 20 25 30 35 40 45 60 55 60 65

に炭り，それ以後は，停滞，ないしはゼロに近づいていることである。その動きは，村外奉公人のうちの近隣諸村につ 

いて，X , 両グラフの女子について，特に顕著である。この20̂ {则に；@：る提村め外の労働需耍の商まりは，明和，天明 

期頃から，西濃輪中地帯（羽斯，中鳩邵を主として）を中心として賤開した笑-濃搞'1 滴の波が,文イb|/J頭頃fcは，この地 
力にも押し寄せたことを物語っており，2 0 後の急速な低下は，文政末期にはrその盛況を尾西地方に海われたJ (前 

树峻JMi：史 P. 4 7 4 )ことによって説明されよう，. .
(12) この数には, 他村よりの奉公人も合まれている。 ,
( 1 3 ) この数には，1人の老が2 0 以上傘公を行なった場合には，ツC•の旧数も合まれている。 ：
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の都市，町，宿へ93例(39. 9%),

近隣諸村48ヶ村へ8 9侧 (38.1 

% ).他州村落へ4 例 （1.7%),
村内他家へ47例 （m i % ) とな 

る。都市，町，宿への享公93 

例のう'^, 6?,例は名古屋，彥，

根，大阪，京鄙，江戸への遠 

陽大都市のものとなっている。

一方，女子の出稼先について 

は，15の都市，町，宿へ82例 

(32 .9% ),近ゆ諸村2 7 ヶ村へ 

124例 （49.7’％) , 他州へ5 例 

(2 .0% ),村内他家へ38例 （15.
2 % )となる。遠隔大都市への 

奉公は49例ある。村外から村 

'内に流入して来る享公人は，

男子46例，女子163例が記録 

され't v 、るがすべて近隣諸村 

からであった。男子において，

都市，町，宿への參公が，女，

子の場合に比べて，多く，又，

女子の近隣諸村への享公，あ

るいは近■諸村から村内への _________

李公が，男子の場合に比べて，多いのは，続生産によ 

る女子労働需要の高まりのためであろう。

〔図 の は , 近隣諸町村に限って，參公人の出稼先， 

出身地を地図上に示したものである。その移動範囲は 

第 1 節にみた，結婚による移動二通婚圏の大きさに， 

はぽ，一致していることがわかる力';,率公人の移動に 

よる, 近世農村社会での，一つの労働移動圏と考えら 

れょぅ。

2 享公継続年数，享公経験回数 

〔グラブ4 〕は，教&継続年数り判明するタ139例,

〔図 2 〕 労働移動圏（1801〜65 îi)

移動0 数 
0 . 〜 2 
② 3 '
© 6 - 1 0

0 10ん"

その継続 

都市奉公

女子169例について，都市，農村2^公別に，

年数別比率を示したものである。男女とも，

に つ 、ては，比較的長年季のものが多いといえるが， 

農村參公の場合は，短期參公が圧例的に多い。男子參 

公人の53. 7 % ,女子參公人の60.1%は 1年季，ないし 

は 2 年季の參公であった。

參公回数については，者公回数51認可能な男子67例 

中36例 （53. 7%)が享公1 回の経験を持ち, 15例(22.3%) 

が 2 回の経験，10例 （14.9%)が 3 回の経験とな )̂ , 2 

回以上の経験を持つものが全体の, ほぼ, 44% とな

( 1 4 ) 移動範囲に，男女による相違は特にみられてぃなぃ。しかし处女とも, . 村内への串公人の出身地と，村外への率公 

先には，やや違ぃがみられる, 村内への象公人の出身地は，主として, 掛斐川以四‘から来る者力t多ぃのに;;し外へ 

の出稼先は，掛斐川以来にも多くみられてぃる. おそらくこれは，搞生産のプームが;B西地力へ移動すを過程を反映し 

たものだろうと考えられる„
( 1 5 ) ここで1年:季，2ゴP季をぃゥしょにしたのは，資料欠年のために，どちらか判定困難なもの力tぃくつかあったことに 

よる。しかし，資料連続の場合に，2年季3^公が力、しか見られてぃなぃととから，1 ~ 2 ^̂ 季奉公のここでの商比率 

は，1 {̂ド季奉公の多さを反映してぃると考えられる。

( 1 6 )奉公回数の雄:認は，1791年以降に出生した者（従って，资料初ギ庇1802ギには，12歲以下として登場してくる）に服 

ゥて，奉公回数を調べた。12歳以前には奉公に出る者はぃない，とぃう饭徒をここでおぃてぃる。一•方，資料最終ff彼 

は1865年であるので, それ以後に傘公に出た翻こつぃての追跡はできなぃ，しかし，（II)のグラブに示されてぃる如く， 

/̂;女とも，叉村外，村内奉公とも，1830{p代には, 激減し，それ以後は，男女とも，たとえ奉公人がもったとしても，

2 人程庇でもるぃ上述の数字カ议タく崩れる可能性は少なぃとている。
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〔グラフ4 ) -享公継続年数別分布比率

%

っている。最多年公経験回数は5 回であり，4 例が記 

錄されている。一方，女子については，奉公回数確認 

可能例9 6例中50例 （55.5% )が 1 回の奉公経験，19例 

(21.1%)が 2 回の経験，1 5例 （16.6 %)が 3 回となり， 

ほほV 45%が 2 回以上の享公経験を持ったことにな 

る。最多串公経驗回数は5 回であり， 2 例が記録さ 

れている。これから見る暇り，奉公人の半数弱は奉公 

先を， 1 回以上何度かにわたって,変えていることに 

なる。その場合に， 2 回以上の率公経験を持つ男女71 

例中25例が,農村串公と都市奉公の雨方を経験した者 

であったことに示される如< , 奉公人にとって，農村 

率公と都市公は，必ずしも，全く別個のものとして 

存在しているわけではなかった。何らかの選の余地 

がそこにあったであろうことが考えられ得-る。そのこ 

とは，廣村内でま公先を変える場合についても，いえ 

ることである。

3 男子奉公人家族内地位，爆村率

男子奉‘公人233例の，本公時の家族内における地位 

についてみると，给であゥたもの力’、72例 （31.1% ) と最 

高本を占め, 次いで次男36例( m 5% ),長男30例(12.9%), 

従なi l6例 （6 ,9 % ),三男11例 (4.7% ) , 兄10例 （も3%), 
戸主8 例 （3 .4 % ),截子8 例，脚 8 例となっている。

次に，帰村率に関しては，男子については，28.3%*  ̂

女子については24.0% となる。又, 男子の場合，近隣 

諸村へ奉公に出た場合の;fii}村率は52 .6 % ,都市へ-率公 

に出た場合の帰村率は8. 8 % である。女子の場合，激 

村參公も都ホ參公も，帰村率は，それぞれ，23.0% , 
22 .7%とはとんど変っていない。男子家族内地位別の 

帰村率は, 長男が53. 3 % ,次男33. 3% ,兄22. 2% ,弟38.8 

%，従弟5. 2 % となっている。

ま公人の家族内地位が，弟であった場合が多、こと 

は，長子が相続人になりやすかったことを反映した結 

果と考えられるが，第 3 節でも既に述べた如く，これ 

は,長子相統が貫徹し帰村率の低さにもあらわれてい 

るように, 不帰村になる場合の多かった-奉公の行動を 

長子が収ることを規制したということを，必ずしも意 

味していない。帰村率は，他より高いとはいえ，はぽ, 

その半数が不帰村となる長男による奉公は30例みられ 

次男，による学公36例と大差はない。又，10例の,兄に 

よる，參公もあった。

帰村率は，男女とも，全般的に，低いものであった 

といえよう。 -系公に出た場合， 7 割〜7. 5 割が不帰村 

となったのであり，率公が, 当時の人々の行動として> 

大きな意味をもっていたことがわかる。特に,男子の 

都市年公は，.その9 制以上が，帰村していない。

以上を綜合すれぱ，当時の農村社会にとって，大き 

く分けて, 遠隔大都市労働市場圏と，自村をも含めた 

近隣諸町村における，農村労m 市場圏の2 つが存在し 

てい/:;こと, 両市場® は，同一參公人がこの雨市場に 

?みがつて 、た例からみても，それぞれ単独に存在して 

V、たのでなく，むしろ，率咎人を通じて係りをもって 

いたこと，M市場r おける-奉行継続年数から分るよう 

に，都市でけ;比較的長期的な労働市場圓が,農村では 

短期的な労働市場闺が成立していたことがいえよう，

そして，かかる労働市場に直面していた近世農民にと 

って，ぎ#公が持つ，味ほ，たとえそれが出稼形態をと 

っていようとも， 1 つの就業機会に他ならず，相続者 

が，村内で,農業経営体を継浪する場合の経済的な行 

励と同様に，当然，大きなものであったろう。又， -*  
度丰公に出た場合，無村率の低さにも示されている如 

く，生涯自村を離れ，他村，ないしは都市で虫活を送

(17).

( 1 7 )帰村率についても, 1865ギまでしか, 資料上で,確認来な、ため，もし, それ以後に帰村した者がk、るとすれば,婦村 

力；過小評価される恐れが生ずる。しかし-寧公数のピーク力U8.10ギ代，20̂ :̂代お|めにあり, その後奉公数は,#、激に減少 

し資料切れとなる1865》ゴでには3(K|聊程もるため,過小評t o t f c りたとしても，そう大きいものではないと考える。

( 1 8 ) 男子都ホ奉公例のうち,做H本は8, 8%とteレ、が，不帰村ffll山のわかる38例巾20例は奉公先での死C：, 11例がけ 

カ不狐 7 例が奉公先へめ救子， 1例が奉公先へのリとなっている。又，8例が丰公先で 0̂借:セと記敕されている。
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近世農民の行動観察

リ続ける者.一定期間參公生活を続 

けながらも，その後,，行方不明とな 

る者，享公後; 間もなく，病死して 

しまった者# , その後,さまざまな 

生活の展開がみられ,率公はその開 

始点でったのである。

第 5 節 死 亡  

—— 結びにか;t て——

〔グラフ5 ) 死 亡 率

钱サ ||V村

撒 Will新U3

前節まで，近 世 農 民 の 行 動 に 関 し 1710 3ひ 

て，結婚，出産, 相続'，奉公についてi i 察を行なって 

来たが，本節では, 最後に, かかる近世農民の，死亡 

に関する観察結果を‘紹介しそれをもって結びにかえ 

たい。

〔グラフ5 〕は，171 7 ~ 1 865年の，はぱ， 150年間に 

直る死亡举の変イ匕を示したものである。グラプは,:連 

年の変化セ示しているために，変動が激しく，ある期 

間内の死亡率水準を論することのできない難点ももる 

が，逆に, これから高死亡率年度，その時の死亡率水 

準，その継統年数,廣期性等がよく示されているとい 

える。これによると， 150年間に, 60% を越える高死 

亡率年は，1738年 （元文3的 ，1775年 (安ネ4 年〉に記 

録されて、る，。他に，40。ふを越える高死亡赛年を数え 

れぱ，1734年 （享保1坪 )，1788年 （天明8年) , 1822年 

〔グラフ6 ；) 年齢層別死亡率

女 子

子

• -«- > ■ ■-- 1-- 1--i--U„1-- i~ --，■'一 I .■'..，し,.，--J--J--r*
20 30 40 50 60 70 80 00 1800 10 20 30 40 60 60 70

(文政5 ィr O , 1826♦ ( 文政9 ィ{i), 1835ギ （天保6 的 き ’6 

回が記録されていぶ。.グラブからもわかる通り，とれ 

ら高死亡率年は, 文政期を除けば, ある期間を挟/Vで 

起っているのであり, 高死亡率年が続いて起マてはい 

ない。又, 後期には前期にみらK ；̂60。ふを越える高;
亡率はなかったこと, 上述の* 8 回に及ぶ，高死亡率. 

年を除けば, 死亡5̂ ?水準には, 大き.な変動はみられて 

いないこと力'、特色として見い出せよう。

ととろで, かかる一般?^亡率のま;化を, 10年毎に,各 

年齢階層別にみたものが〔グラフ6 〕である。これか- 

ら， 各年齢階層によって，死亡率の変化の仕方に大きな 

違いがあることがわかる。例えば，16〜60歳の成人死: 

亡率は，男女とも，全期を通じて，極端な変化をみせ 

ず，1730年代を除けば. 109&前後で停滞している。こ 

, れに対して，15歲以下の若年者死亡率，

は，相対的に，高水準にあり，义，男- 
女において， 变化の仕方が與なってい 

る。男子あ:年者死亡率の推移は成人 

6US以上死亡率の推移に, 女-テ-:|；̂年者死亡率の. 

推移は高齢者死亡率の推梭に，それぞ 

れ，似ているといえよう。全般的に,
1〜l 5i | 若年者タg亡率は，男子において，低下 

Id〜値向にあるといえる。61歳以上の高齢 

者死亡率については,若与ら成人死亡 

率水準に比べて, 極度は高く，又，変 

動幅も大きいとと，高齡者死亡率に改 

善はみられていないこと，一 ‘般死亡本 

水準のま化と，動きを，必ずしも一致 

させていないことがいえよう，

〔グラブ7 〕は，淡草中村，1717~ 50;

G1後以上

1 ~ 1 5  成
16〜60i お

( 1 9 ) さきにも述べた如く，とこでの死亡についズの観察は，1竊未满の乳児死亡水を-̂ 足と仮足した場合のW対値につ'̂、■ 

てでもる。

— 75(60/) ■ -  / .
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近世農民の行動観察

〔グラブ7 〕 生存率lai線
(1717-50ザ‘出生コーボートによる）

87例 >|，75 例

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 年

年に出生した男子87人の死亡追跡によって得られた生 , (20)
存率曲線である。これによれば，出生として資料に記

凝されたもののうち，10歲まで生存したものは68. 6% 

である。又, 15歳までめ生存者は60.7%である。出生 

者の50%が死亡し 50%が生き残る年離は38歳であっ

た。グラフの曲線が，15歳〜45歳で，比較的，緩やか 

な勾配を保っているのは，成人死亡率水填の相対的低 

さによるためである。な务ここで得られた2 歳時平 

均余命は33. 6歳であった。若年者死亡率の改善と，成 

人死亡率の停滞を考えれぱ，男子の平均余命は，後期 

において，増大したととが推測されを。

限られたH f t村地城の資料からではあるが，近世農 

民の行動観察を，若干たりとも，紹介しえたつもりで 

ある。かかる研究は，しかしながら，更に多くめ事例 

を集め，一層良質な資料に基づいた,地域的な研究に 

結びついた時に，はじめて，大きな意味を持つといえ 

よう。とこで用いた資料は，特に浅草中村について言 

えることだが，必ずしも’，良質ではないこと，情報は 

2 ヶ村のみから得られたにすぎいととを考えれぱ，

ことでの観察結果も，多くの点で，この地城の他村の 

研究によっ’て浦足される必耍があると思われる。本稿 

が，この地方の地域研究に，何らかの情報提供の機会 

を持つことができれば，と考える。. '

(俊應義藝大学大学院W究生）

《20) 1717〜175がr-出生老87例ホ，死亡までの追跡可能な75例についてである。12例は弓|越，養子，入百姓，行方不明として 

資料から姿を消す。各印Hrft別生存率をMけ場合には,ある律船における生存者数一その年での不明者を分子とし全 

出生数ゆ7例)一その印齡までの不明者を分母とした。例えぱ, 資料から，不明者ヵ通^9に出るのは7歳の行方不明者で 

もるが，この場合，6歳までは全山生者（87例〉の迫挑ゆ可能でおるが，7歳時における迫ゲオ>可能あは86例でを) る。 

乂，7錢時までの死亡者は22例である。従ゥで，7歳時生存‘率 は と な る 。 .

76(a)め

H i i

民*

*. 

-
• 

-
i
.
v
.

i
,
V

 

.

.
f
c
s
v
.
v 

- 

r.-,- 

J
-
-
J
-
J
T
-
.

.

.

J
. 

' 
-

-
-
-

- 

• ,■.
.

.

.

.

.

.I 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

• 

•
•


